
○ 食品製造業と小売業との適正取引等の推進を目指して、豆腐・油揚製造業と牛乳・乳製品製
造業を対象としたガイドラインに加え、食品製造業全体を対象とするガイドラインを策定・公表。

〇 このガイドラインでは、独占禁止法や取適法で「問題となり得る事例」とともに、「望ましい取引
実例」を15項目にわたりわかりやすく掲載しています。

○ 取引に当たり、どのような行為が法令違反に該当するおそれがあるのか、また、望ましい取引
実例としてどのようなものがあるのか参考にしてください。

〈詳しいガイドラインは〉 農林水産省HPで、ご覧になれます。
〈このチラシのお問合せ先〉

農林水産省 新事業・食品産業部企画グループ食料システム連携推進室 直通 03-3502-5742
〈取引上の悩みについてのご相談は〉 取引かけこみ寺 フリーダイヤル 0120-418-618
〈優越的地位の濫用及び取適法に関するお問合せは〉

公正取引委員会 事務総局取引部企業取引課 直通 03-3581-3375

食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン（概要）

合理的な根拠のない価格決定

＜問題となり得る事例＞
× 小売業者の特売期間に対応した通常より大

幅に低い価格を、特売期間終了後も継続を求

められ、一方的にその価格を押し付けられた。

＜望ましい取引実例＞

〇 原価、物流費等の内訳を基に価格決定し、

合意内容をあらかじめ書面で取り交わした。

原材料価格等の上昇時の取引価格改定

＜問題となり得る事例＞

× 大幅な原材料価格高騰に当たり、資料を基

に値上げ要請をしたが、販売価格を一方的に

据え置かれた。

＜望ましい取引実例＞

〇 原材料価格の大幅な変動に当たり、製品の

原材料比率などの根拠を示して交渉した結果、

価格転嫁が認められた。
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※ 加えて、あらかじめ算定の手法等についても合意し

ておくことが望ましい。

短納期での発注、発注キャンセル

＜問題となり得る事例＞

× ＰＢ商品※製造について、リードタイムが短

く無理な注文に応えることが余儀なくされてい

る。結果として見込生産による余剰が発生。

※ PB商品：プライベート・ブランド商品

＜望ましい取引実例＞

〇 小売業者と緊密に連絡を取り合い、リードタ

イムや予定数量などについて打ち合わせを行

うことで生産量を調整し、廃棄処分が減少した。
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客寄せのための納品価格の不当な引下げ

＜問題となり得る事例＞
× 小売業者Aが、納品価格を下回る価格で商
品を販売※。別の小売業者Bから、これを引き
合いに、同種の商品の納品価格を引き下げる
よう一方的に要求され、断ることができない。

※納価割れ販売を継続的に行い、他の事業者の活動を困難にするお
それがある場合は、独占禁止法上の「不当廉売」となります。

＜望ましい取引実例＞
○ 小売業者Aに対して、恒常的な納価割れ販
売は問題であることを説明し、改善された。

○ 小売業者Bに対して、小売業者Aによる納
価割れ販売の実態を説明することで、取引価
格を維持することで合意した。
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